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石 坂 光 寛  殿

処 分 結 果 に つ い て (ご 通 知 )

平成 23年 4月 7:1付で貴殿より申告がなされました、非弁被疑事件 「渡辺誠治」に係る

件は、本会法七十 1条等問題委とミ会において調査のうえ、審議の結果、 下記のとおり処分

決定いたしましたのでご通知申しあげます。

記

本件は、渡辺誠冷に対し、別紙のとおり警告する。
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平成 23年 12月 8日

渡 辺 誠 治 殿

弁 護 士 会

長   中  本  和  洋

警 告  書

警告の趣旨

当会に対して申争のあった貴殿の次の 「警各の事実」記載の行為について,当 会

の法七十 1条等問題委員会で調査を行いました。

この結果,当 会は,貴 殿の 11記行為を弁護士でない者の虚偽表示等を禁止した弁

護士法 74条 1項 (「弁護士又は弁護士法人でない者は,弁 護士又は法律事務所の標

示又は記載をしてはならない。」)に 違反するものと判断しました。

よって,当 会は,貴 殿に対し,か かる弁護士法違反の行為をされないよう,厳 重

に警待します。

警告の事実

1 景 殿は,弁 護士でないのに,① 平成 23年 4月 1日 午後 10時 ころ,兵 庁県宝

塚市光明町 3-2の 『SHOT BAR 9』 において,店内にいた各に対し,『渡

辺 鈴木 中川弁護士事務所 弁 護士 渡辺誠治』(事務所大阪市北区西天満 1-1

-1。 電言舌06-6333-1111。 携帯電話 090-9050-6749)

と標示した名刺を交付し,② 同年 6月 21日 と 7月 5日 ,大 阪市中央区難波7正丁

目 1番 60号 のスイスホテル南海大阪で開催された大阪中之島ライオンズクラブ

の例会において,同 クラブの会員複数名に対 し,上 記名刺を交付 し,も って弁護

士及び法律事務所の標ホをしたものでう。

2 以 上の事実は,当 会の法七 十
ハニ条等問題委員会の調査担当委員による関係者及

び貴殿からの事情聴llX並びに貴殿及び貴殿の代理人である朝本行夫弁護士から当

会に提出された 「お詫び状」や 「同答書Jな どの書面により,認 定されたもので

す。
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警告の処分に留めた理由

1 貴 殿の_L記行為は,複 数回にわたり,複 数の者に対し,堂 々と弁護士名などが

記載された名刺を渡 したというものであり,極 めて悪質なものと判断せざるを得

ません。また,貴 殿は,当 会の調合の際,当 初,虚 偽の事実を中告されるなど,

真に反省されているかの疑問すら残ります。

2 元 来であれば,当 会は貴殿を,捜 査機関へ告発するなどの法的措置も検討され

る事案です。しかし,木 件では貴殿が病気療養中であるという特殊な事情が認め

られるうえ,貴 殿が当会に対し,同 様の行為を繰り返されないことを誓約される

などされております。そこで,当 会は,貴 殿に改善の余地があるものと判断 し,

今回に限つて警待という処分に留めたものです。

3 万 ム,貴 殿が,今 後, li記行為と同様の行為をされた場合は,当 会は,捜 査機

関への告発等の法的措置をとりますので,巌 に同様の行為に及ぶことの無いよう

にしてください。
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